
質疑書受付機能についてのお知らせ 

令和８年４月より、入札情報システムに「質疑書受付機能」を導入いたします。 
操作方法については、操作マニュアルをあわせてご確認ください。 
実際の運用状況および開始時期については、各調達機関で異なる場合がございますの
で、各調達機関へお問い合わせをお願い致します。 

機能概要 

• 質 疑 書 の 提 出：入札情報システムより提出可能となります。 

• 質疑回答書の確認：入札情報システムより閲覧可能となります。 

ご利用方法 

＜質疑書の提出＞ 

1. 入札情報システムの発注情報検索より、発注状況-個別詳細情報を表示。 
「質疑申請」ボタンを押す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 「質疑申請」フォームに必要事項を記入し、申請ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

3. 入力したメールアドレス宛に、「【質疑申請受付通知】入力用 URL ご案内」とい
う件名のメールの URL を押す。 

 

4. 質疑入力画面が表示されるので、質疑を入力し、送信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜質疑回答書の確認＞ 

1. 入札情報システムからの確認 
質疑回答書公開後、入札情報システムの発注情報検索より、発注状況-個別詳
細情報の「質疑回答文書」より確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 質疑回答メールの URL からのダウンロード 
質疑回答書の内容によっては、関係者に個別にメールでの回答になる場合が
あります。 
この場合、「【質疑回答通知】質疑回答書 URL のご案内」という件名のメー
ルの URL より、質疑回答書ファイルをダウンロードする。 

 

 

 

 



＜入札書提出時の確認＞ 

1. 入札書提出画面にて、以下のいずれかに該当する場合 
「質疑回答を確認しました」チェックボックスが表示されますので、質疑回
答書を確認の上、チェックをする。 
※チェックをしないと、入札書の提出ができませんので、ご注意ください。 

 
  ・質疑回答文書が入札情報システムで公開されている場合 
  ・質疑回答メールを個別に受信している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

システム操作等ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 

また本機能の運用開始については、各調達機関にお問い合わせください。 

  

高知県電子入札共同利用システムヘルプデスク 

• 電 話：0570-023-888 

• メール：helpdesk-kochi@msk1111.co.jp 


